
全国・全道スポーツ大会開催運営補助金交付要綱 

    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年３月３０日規則第９号）に基づき、

苫小牧市で開催される小学生、中学生、高等学校生・高等専門学校生を対象としたスポーツ競技

の全国及び全道大会の開催に必要な経費の一部に対し、全国・全道スポーツ大会開催運営補助金

（以下「補助金」という）を交付することについて、必要事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 補助対象は、別に定める全国・全道スポーツ大会開催運営補助基準のとおりとする。 

（交付額） 

第３条 交付額は、別に定める全国・全道スポーツ大会開催運営補助基準のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、大会開催の２週間前までに次の各号に掲げる事項を

記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 氏名及び住所（団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

（２） 補助事業等の名称 

（３） 交付を受けようとする補助金の額 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 収支予算書 

（２） 大会要項 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、審査及び必要な調査等を行い、

補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、通知する。 

 （交付申請の取下げ） 

第６条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助

金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から１

４日以内に、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったも

のとみなす。 

 （交付決定額の範囲） 

第７条 市長は、第４条の交付申請書に基づき補助金の交付決定をしようとするときは、予算の範

囲内で行うものとする。 

 （補助事業の変更等） 

第８条 補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業変更に係る申請書

を市長に提出しなければならない。 

（１） 補助金の増額を伴う事業計画の変更をしようとするとき。 

（２） 補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするとき。 



２ 市長が前項の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、補助団体に対し、その旨を通知する。 

（実績報告） 

第１０条 補助団体は、大会終了後１ヶ月以内に、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

（１） 収支決算書 

（２） 大会成績報告書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告があったときは、審査及び必要な調査等を行い、交付確

定通知書により、申請者に対し、確定した補助金の額を通知する。 

 （是正のための措置） 

第１２条 市長は、第１０条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときには、当該補助事業につ

き、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助団体に対して命ずる事ができる。 

２ 第１０条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。 

 （交付の時期） 

第１３条 補助金は、第１１条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただ

し、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了

前に補助金の全部又は一部を交付（以下「概算払」という。）することができる。 

 （補助金の精算） 

第１４条 市長は、前条の規定により概算払を行ったときは、補助金の額の確定後、申請者に対し、

交付した補助金の精算を行わなければならない。 

 （交付の請求） 

第１５条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４） この要綱に基づく指示に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１７条 前条の規定において、市長は、当該取消しの部分に関し、既に補助金を交付していると

きは、期限を定めて返還を命ずるものとする。なお、補助金の額の確定後、既にその額を超える

補助金を交付しているときも、同様とする。 

 （違約加算金及び違約延滞金） 



第１８条 補助団体は、前条の規定により補助金等の返還を命じられたときは、当該補助金が補助

金に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第

２条第４項に規定する間接補助金等であるとき又はやむを得ない事情があると市長が認めるとき

を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（そ

の一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき法第１９

条に規定する割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。 

２ 申請者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、やむを得な

い事情があると市長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未

納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）に

つき法第１９条に規定する割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第１９条 補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるもの

を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市

長が定める期間を超過した場合は、この限りではない。 

（１） 重要な動産で市長が定めるもの 

（２） 前号に掲げるものの従物 

（３） 機械及び重要な器具で市長が定めるもの 

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するために特 

に必要があると認めるもの 

 （委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


